
パ
ワ
I
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

労
組
法
上
の
「
労
働
者」

性
・

中

内

哲

（
熊
本
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
部
教
授）

届凶
労
委
労
協
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
研
修
会

テ
ー
マ
I

テ
ー
マ
H

ー

は
じ
め
に

熊
本
大
学
で
労
働
法
を
担
当
し
て
お
り
ま
す
中
内
と
申
し

ま
す。

熊
本
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員
も
務
め
て
お
り
ま

す。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す。

本
日
お
話
し
す
る
テ
！
マ
は、

二
つ
で
す。
一
つ
は、

パ

ワ
i
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
パ
ワ
ハ
ラ）
。

最
近、

皆
様
の
現
場

で
最
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま

す
し、

初
め
て
そ
れ
を
規
制
す
る
法
案
が
現
在、

国
会
で
審

げ
た
次
第
で
す。

で
は、

順
に
説
明
し
て
参
り
ま
す。

2 

テ
ー
マ
I

パ

ワ
ー
ハ

ラ
ス
メ
ン
卜

川

現
状
な
ど

今
で
は、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
い
う
言
葉
が
当
た
り
前
に
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た。

最
初
は、

セ
ク
シ
ユ
ア
ル
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
（
セ
ク
ハ
ラ）

だ
っ
た
と
思
い
ま
す。
一

九
八

0
年
代
で
し
ょ
う
か。

セ
ク
ハ
ラ
と
い
う
言
葉
が
出
始
め
た

頃
は、
「
性
的
嫌
が
ら
せ」

と
い
う
言
葉
も、

そ
の
訳
語
と

し
て
同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す。

ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
（
げ
ω
g
g
Eσ
呈）

は、

ハ
ラ
ス
（
げ
R
Bω）

と
い
う
動
詞
が
名
詞
化
さ
れ
た
単
語
で
す
が、

で
は、

U
R
Bω
の
意
味
は
何
か、

と
英
和
辞
典
で
調
べ
る
と
「
し

つ
こ
く
悩
ま
せ
る、

困
ら
せ
る、

苦
し
め
る」

と
出
て
き
ま

す。

こ
の
意
味
を
知
り
ま
す
と、

当
時
の
方
々
は、

ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
を
日
本
語
で
伝
え
る
た
め
に
「
嫌
が
ら
せ」

と
い
う

言
葉
を
う
ま
く
（
あ
る
い
は
苦
労
さ
れ
て）

当
て
は
め
た
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
す。

今
は、

英
語
・
カ
タ
カ
ナ
の
方

（
二
O
一

九
年
五
月
一

六
日）

「
使
用
者」

性

2 

議
中
で
す
（
五
・
一

六
（
木〕

講
演
時）
。

二
つ
め
は、

労

働
組
合
法
上
の
労
働
者
あ
る
い
は
使
用
者
と
は
誰
な
の
か
と

い
う
意
味
で、
「
労
働
者」

性
・
「
使
用
者」

性
と
表
現
し
て

い
ま
す。

皆
さ
ま
は、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
オ
ー
ナ

ー
（
以
下、

コ
ン
ビ
ニ
・
オ
ー
ナ
ー）

の
方
々
が
結
成
し
た

労
働
組
合
が、

そ
の
コ
ン
ビ
ニ
を
統
括
す
る
会
社
に
対
し
て

団
交
を
求
め
た
と
こ
ろ、

会
社
が
そ
れ
を
拒
否
し
た
事
件
に

つ
い
て、

中
央
労
働
委
員
会
（
中
労
委）

が
初
審
の
救
済
命

令
を
取
り
消
す
判
断
を
今
年
三
月
に
下
し
た
こ
と
に、

さ
ま

ざ
ま
な
感
情
を
抱
か
れ
た
と
思
い
ま
す。

そ
こ
で、

取
り
上

が
通
用
し
て
い
ま
す
ね。

厚
生
労
働
省
（
厚
労
省）

の
統
計
で
は、

パ
ワ
ハ
ラ
は、

『
い
じ
め
・

嫌
が
ら
せ』

と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す。

二
O
一

八
（
平
成一
二

O）

年
六
月
二
七
日
付
け
で
厚
労
省
が
公
表
し

た
「
平
成
二
九
年
度
個
別
労
働
紛
争
解
決
制
度
の
施
行
状

況
」

（
2
2
3一
三
者
三
言
ヨ
E
dh
－

m
0・
宮
古
江
主oc
♀o
ミ

c
o
c
c
NH
ω
白
。・
耳
目－）

に
よ
り
ま
す
と
（
講
演
時
の
最
新

情
報）、
「
総
合
労
働
相
談」
「
都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る

助
言
・
指
導」
「
紛
争
調
整
委
員
会
に
よ
る
あ
っ
せ
ん」
（
い

わ
ゆ
る
労
働
局
あ
っ
せ
ん）、

以
上
三
つ
全
て
の
場
面
で
『
い

じ
め
・

嫌
が
ら
せ』
の
件
数
が
ト
ッ
プ
で
す（一
三一
・
六
%、

二
二
・
五
%、
二
九
・
一
%）
。

し
か
も、
『
い
じ
め
・

嫌
が

ら
せ』

は、

二
O
一
四
（
平
成
二
六）

年
度
以
降、

上
記一
二

つ
の
場
面
で、

そ
れ
ま
で
ト
ッ
プ
だ
っ
た
『
解
雇』

を
上
回

り、

最
も
件
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
で
す。

つU
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同

国
に
よ
る
対
応

こ
の
数
字
を
見
ま
す
と、

パ
ワ
ハ
ラ
は、

今、

現
場
で
最

も
悩
ま
し
い
問
題
と
言
え
そ
う
で
す。

で
は、

国
（
具
体
的

に
は
厚
労
省）

は、

こ
れ
ま
で、

ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
き

た
の
で
し
ょ
う
か。

月刊労委労協



①
「
職
場
の
い
じ
め
・

嫌
が
ら
せ
問
題
に
関
す
る
円
卓
会

議
ワ
ー

キ
ン
グ・
グ
ル
ー

プ
（
以
下 、
W
G）」

今
か
ら
約
八
年
前 、
二
O一
一
（
平
成
二
a

二）

年
七
月一

一
日
に 、

公
（
学
識
経
験
者）
・

労
・

使
を
は
じ
め一
二
名

の
委
只
に
よ
る
W
G
が
組
織
さ
れ 、

六
回
に
わ
た
り
議
論
を

重
ね
た
結
果 、

翌
二
O一
二
（
平
成
二
四）

年

二ペ
ニ
O
口

付
け
で 、

報
告
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
（
互
壱
”
と

妥
当
者・
ヨ
Z
ミ
ぬ0・」
芝
ωF
ご
ち
E
E～
N
円
∞∞印NOCOCCNH

Y一ハハ］－
E
ヨ一 。

以
下 、
W
G
報
告） 。

皆
さ
ん
の
お
手
元
に
は 、

W
G
報
告
の
概
要
版
を
配
布
し

て
い
ま
す
の
で
（
冨
壱ω一
ミ
者
芝
記・
5
2
－

g－
m0・〕
む
な
ミ

ωZ一
コ町立N円ω∞印NCOCOON
－

ukalω
＝～N『∞∞mNOCCOONωム

〈D・
匂己『） 、
ご
覧
下
さ
い 。
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は 、

次
の
二
点
で
す 。
一
つ
は 、
パ
ワ
ハ
ラ
（
あ
る
い
は 、

い
じ

め
・

嫌
が
ら
せ）

と
は 、
日
体
ど
う
い
う
も
の
か
を
表
現
し

た
点
で
す 。

日
常
会
話
の
言
葉
遣
い
な
ら《
定
義》
で
す
し 、

法
律
学
の
周
知
で
い
え
ば
《
法
的
意
義》
と
い
い
ま
す 。
W

G
報
作
は 、

こ
れ
を
は
っ
き
り
さ
せ 、
パ
ワ
ハ
ラ
と
は 、
「
同

じ
職
喝
で
働
く
汗
に
対
し
て 、

職
務
上
の
地
位
や
人
間
関
係

な
ど
の
職
場
内
の
優
位
性
を
背
呆
に 、

業
務
の
適
正
な
箱
凶

を
超
え
て 、

精
神
的
・

身
体
的
背
痛
を
与
え
る
又
は
職
場
環

な
攻
撃 、

例
粘
神
的
な
攻
撃 、

問
人
間
関
係
か
ら
の
切
り
離

し 、

同
過
大
な
要
求 、

同
過
小
な
要
求 、

同
個
の
侵
害
が 、

そ
の
類
型
と
し
て
示
さ
れ
た
上 、

こ
れ
ら
各
行
為
額
型
に
つ

い
て 、

よ
り
具
体
的
な
態
版
も
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す 。

同
で

は
「
暴
行
・

傷
セ
丘 、

何
で
は
「
脅
迫
・

名
誉
援
損
・

侮
辱

．
ひ
ど
い
暴
言」 、
問
で
は「
隔
離
・

仲
間
は
ず
し
・

無
視」 、

何
で
は
「
業
務
上
明
ら
か
に
不
要
な
こ
と
や
遂
行
不
可
能
な

こ
と
の
強
制・
仕
事
の
妨
宮」 、

同
で
は
「
業
務
上
の
合
理

性
な
く 、

能
力
や
経
験
と
か
け
離
れ
た
程
度
の
低
い
仕
事
を

命
じ
る
こ
と
や
仕
事
を
与
え
な
い
こ
と」 、

同
で
は
「
私
的

な
こ
と
に
過
度
に
立
ち
入
る
こ
と」

で
す 。

こ
の
W
G
報
告
が
公
に
さ
れ
る
こ
と
で 、

そ
れ
ま
で
モ
ヤ

モ
ヤ
と
し
て
い
た
『
パ
ワ
ハ
ラ』

あ
る
い
は
『
い
じ
め
・

嫌

が
ら
せ』
の
概
念
・

具
体
的
様
相
が 、

か
な
り
明
般
に
意
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

②
「
職
場
の
パ
ワ
l

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

防
止
対
策
に
つ
い
て

の
検
討
会
（
以
下 、

検
討
会
こ

前
記
川
で
触
れ
た
よ
う
に 、

職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ハ
ラ

は 、

年
々 、

そ
の
深
刻
さ
を
増
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
ま
す

（
裁
判
所
で
争
わ
れ
る
事
実
も 、

も
ち
ろ
ん
現
れ
て
い
ま

境
を
悪
化
さ
せ
る
行
為」

と
し
ま
し
た 。

こ
の
定
義
の
巾
の

「
優
位
性」

と
い
う一吉川
浪
に
は 、

わ
ざ
わ
ざ
※
印
が
つ
け
ら

れ
て 、
「
上
司
か
ら
部
下
に
行
わ
れ
る
も
の
だ
け
で
な
く 、

先
輩・
後
輩
聞
や
同
僚
間
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
優
位
性
を
背

長
に
行
わ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
る」

と
い
う
コ
メ
ン
ト
も
添

え
ら
れ
て
い
ま
す 。

セ
ク
ハ
ラ
と
同
じ
よ
う
に 、

何
と
な
く 、

イ
メ
ー

ジ
さ
れ

て
い
た
『
パ
ワ
ハ
ラ』

あ
る
い
は
『
い
じ
め
・

嫌
が
ら
せ』

が
明
確
に
言
葉
で
説
明
さ
れ
る
・

で
き
る
と
い
う
こ
と
は 、

法
作
学
と
い
う
学
問
の
型
や
マ
ナ
ー

か
ら
す
る
と
大
変
重
要

で
す 。

と
は一古川
い
ま
し
で
も 、

現
場
に
お
ら
れ
る
皆
さ
ま
に

と
っ
て
（
も
ち
ろ
ん 、

相
対
す
る
上
司
・

職
制
の
皆
さ
ま
に

と
っ
て
も） 、

上
述
の
《
定
義》
《
法
的
立
義》
が 、

実
際
に

現
れ
た
行
為
を
パ
ワ
ハ
ラ
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
円品
分
け

る
基
準
と
し
て
使
え
る
か
と
い
う
と 、

決
し
て
そ
う
で
は
な

い
と
怨
像
し
ま
す 。

や
は
り 、
《
定
義》
《
法
的
意
義》
は
抽

象
的
な
表
現
で 、

現
場
で
は
な
か
な
か
活
か
せ
な
い
代
物
だ

と
思
う
の
で
す 。

第
二
の
注
目
点
は 、

布
記
の
よ
う
に
定
義
づ
け
ら
れ
る
パ

ワ
ハ
ラ
が 、

ど
の
よ
う
な
行
為
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
か 、

を
分
析
し
た
と
こ
ろ
で
す 。

次
の
六
つ
の
行
為 、

同
身
体
的

'1 -

す 。

Z
否ω…～
吉ol
B
dRω
g
s－
ヨ
z
tと・
ぬ0・
Z
Eo

E邑
hE

Oコ
ご
CCF
Sニ
℃「0
8
岳山コ
ミ
百
円］
mw
×
で
は 、

六
O
件
を
超
え

る
事
案
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す 。

ま
た 、

厚
労
作
は 、
二
O

一
一一
（
平
成
二
四）

年
度
と
二
O一
ムハ
（
平
成
二
八）

年
度

に
実
態
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す 。

調
査
結
果
は 、
7
2
3・

ミ
を
老
夫
ヨ
『己
記－
ぬ0・
E
古
ミω
巴
gwc
z
z
E
Z
EC
D
V邑～

8
8
5
ヨ
g・
2
5｝
参
照） 。

こ
う
し
た
実
態
に
対
応
す
る
た
め 、
三
O一
七
（
平
成
二

九）

年
E
月
に
公
・

労
・

使
な
ど一
五
名
で
検
討
会
が
組
織

さ
れ 、
一
O
回
の
議
論
を
重
ね
た
末 、
二
O一
八
（
平
成
三

O）

年
三
月
三
O
日
付
け
で 、

そ
の
報
告
書
が
公
に
さ
れ
ま

し
た 。
（
ゴ戸
吾ω一
三
者
記
者・
5
Z
Jミ－
mo
E
Z己
主
O
A

zo
c己OC
『百
円）匂
一てoc－－H
＠H
coco
－
穴
O
V『ock
m5
r
uBC
E

コ円OCK
MBWC
1
日ハO
U3c
EW
色一ハ
百円ocwω～
｛）CCONCH
Nω。－

U己『）同
報
告
汗
は
全
三
阿
頁
に
及
び
ま
す 。

そ
こ
で
は 、
二
O

一
二
年
W
G
報
告
で
示
さ
れ
た
パ
ワ
ハ
ラ
の
法
的
怠
義
（
定

義）

で
あ
る
「
同
じ
職
場
で
働
く
者
に
対
し
て 、

職
務
上
の

地
位
や
人
間
関
係
な
ど
の
職
場
内
の
優
位
性
を
背
景
に 、

業

務
の
適
正
な
範
囲
を
超
え
て 、

精
神
的
・

身
体
的山内
痛
を
与

え
る
又
は
職
場
環
境
を
忠
化
さ
せ
る
行
為」

に
つ
い
て 、

川川

5 

2019年8 ・ 9月合併害月刊労委労協



















で
申
し
上
げ
ま
し
た
通
り、

実
際
に
事
件
が
生
じ、

当
事
者

が
訴
え
出
な
い
と
（
民
事
事
件
な
ら
原
告
に
よ
る
裁
判
の
提

起
が
な
い
と）

動
き
出
せ
ま
せ
ん。

第
一

審
・

地
方
裁
判
所

が
判
断
を
下
し
て
も、

不
服
申
立
と
し
て
の
上
訴
（
控
訴
・

上
告
等）

が
認
め
ら
れ
ま
す
か
ら、

判
決
が
確
定
す
る
ま
で

に
は、

や
は
り
相
当
な
時
間
と
何
よ
り
費
用
が
か
か
り
ま

す。

都
道
府
県
労
働
委
員
会
を
出
発
点
と
す
る
不
当
労
働
行

為
救
済
申
立
事
件
で
は、

最
高
裁
ま
で
五
回
の
判
断
を
経
ま

す
か
ら、

さ
ら
に
時
間
が
か
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん。

同

労
働
組
合
の
存
在
意
義
・

期
待
さ
れ
る
機
能

こ
れ
か
ら
の
労
働
社
会
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
と
容

易
に
推
測
さ
れ
る
中
で、

国
家
が
そ
の
変
化
に
的
確
に
対
応

す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
し
期
待
し
た
い
の
で
す

が、

実
際
に
そ
れ
が
可
能
か
と
問
わ
れ
ま
す
と、

困
難
と
評

価
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う。

か
り
に
法
律
が
変
化
に
対
す
る
新
た
な
規
制
を
か
け
た
と

し
て、

法
律
は、

原
則
的
に
個
々
の
労
使
の
事
情
・

状
況
を

考
慮
す
る
こ
と
な
く
全
国
一

律
に
適
用
さ
れ
ま
す
か
ら、

そ

の
規
制
内
容
が
現
場
の
労
使
に
と
っ
て
合
理
的
・

説
得
的
で

あ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん。

そ
の
意
味
で、

わ
が
国
の
最
高
法
規
（
九
八
条
一

項）

で

あ
る
憲
法
が
認
め
た
労
働
基
本
権
（
二
八
条）

や、

労
働
組

合
法
が
整
備
し
た
不
当
労
働
行
為
救
済
制
度
を
活
用
す
る
こ

と
で、

そ
の
時
々
で
生
じ
る
諸
問
題
に、

職
場
・

企
業
・

産

業
ご
と
に
即
応
し
て
実
現
さ
れ
る
労
使
の
自
主
的
解
決、

労

使
協
議
や
団
体
交
渉
を
通
じ
た
労
使
の
妥
協
点
の
発
掘
ほ

ど、
柔
軟
で
合
理
的
な
解
決
は
な
い
の
で
す。
こ
の
こ
と
は、

組
合
が
現
存
す
る
職
場
・

企
業
は
も
と
よ
り、

組
合
が
組
織

さ
れ
て
い
な
い
現
場
で
も、

労
働
組
合
の
恩
恵
を
享
受
で
き

て
い
な
い
現
場
で
も、

皆
様
方
の
ご
努
力
で、

一

人
で
も
多

く
の
仲
間
を
一

刻
で
も
早
く
増
や
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
願

っ
て
や
み
ま
せ
ん。

そ
う
し
た
活
動
の
延
長
線
上
に、

労
働

組
合
に
よ
る
経
営
監
視
を
伴
っ
た
企
業
の
健
全
な
成
長、

ひ

い
て
は
産
業
平
和
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
て
お
り
ま
す。

「
テ
ー
マ
I

パ
ワ
ハ
ラ」

に
続
き、
「
テ
ー
マ
H

労

組
法
上
の
『
労
働
者』

性
・
『
使
用
者』

性」
「
お
わ
り
に」

と
長
時
間
に
わ
た
っ
て、

ご
清
聴
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た。
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